
 

  

釧路市児童発達支援センター 

お問い合わせ 

釧路市児童発達支援センター 

 

【住 所】 

釧路市住吉 2丁目 12-37 

 

【電話番号】 

44-3555・44-1033 

              （地域支援相談係） 

 

ご利用の流れ 

ご相談・お問い合わせ 

サービス内容や利用方法について説明させて

いただき、お子さんの様子や保護者様のご要望

を聞かせていただきます 

所属先への説明・同意 

所属先へサービス利用の希望をお伝えいただき、

事業所からサービスについて所属先へ説明させ

ていただきます 

※サービスの利用には所属先の同意が必要です 

 

サービスの申請・契約 

釧路市障がい福祉課にて、利用の申請を行います 

支給決定された後に、事業所と契約を行います 

個別の支援計画の作成 

お子さんの様子、保護者様の要望、所属先の話

をもとに「保育所等訪問支援計画」を作成し、

保護者様、訪問先へ説明させていただきます 

利用開始 



 
   

どんな支援をするの？ 

集団活動の場面を観察し、 

お子さんが過ごしにくくなって

いる理由を推測して、直接 

働きかけるなど集団に参加 

しやすいよう支援します 

（１時間程度） 

直接支援の後には、 

訪問先施設のスタッフと 

お子さんの様子を話し合い、 

かかわり方や環境調整に 

ついて助言します 

（３０分程度） 

保護者様へ支援内容を 

報告します 

必要に応じて、ご自宅を 

訪問し、困りごとに対する 

相談をお受けします  

訪 問 先 

保育園・幼稚園・認定こども園など、

お子さんが所属している施設 

頻 度 ・ 期 間 
・月１～２回 

・３か月～６か月目安 

※状態に応じて延長が可能 

国が定める基準により、世帯所得に応じて 

負担額が決められています 

３～５歳児は幼児教育･保育の無償化対象

のため、利用料はかかりません 

利 用 料 金 

発達の遅れや特性のあるお子さんが、集団適応

することを目的としたサービスです 

専門知識を持った支援員が、所属園に訪問し、

特性や環境に合わせて直接かかわったり、訪問

先施設スタッフへの助言などを行います 

保育所等訪問支援とは？ どんなときに利用するの？ 

わたしたちが支援します！ 

児童発達支援センターでは、お子さんの 

困り感に応じて、専門職による 

訪問支援をおこなっています 

●保育士 
  主として訪問し、お子さんにかかわりながら集団
適応への支援をします 

 
●臨床心理士 
  発達全体の状態を確認し、お子さんの状態に合
った支援方法を提案します 

 
●作業療法士 
  手指の操作や、身体の動かし方についての支援
方法を提案します 

 
●言語聴覚士 
  言葉のコミュニケーションや、言語発達について
の支援を行います 

支 援 

報告・相談援助 

連 携 

契 約 

お子さんの状態に合わせて、支援方法や 

支援期間を確認します 

気になることがありましたら、いつでも 

ご相談ください 

保育所等訪問支援では… 

指示が 

伝わりにくい 
じっとして 

いられない 

友達とトラブルに 

なりやすい 

ことばが遅い 

気がする 

指先がうまく 

使えていない 


